
⻑野市先端設備等
導入支援事業補助金

⻑野市では、中⼩企業等経営強化法に基づく「先端設備等導⼊計画」を作成し、
設備投資に取り組む中⼩企業を支援するため、先端設備の取得等に要する経費の一
部を補助します。

公募期間：令和７年４月１日（火）から令和７年11月28日（金）
※期間内であっても予算の上限に達した時点で受付を終了します。申請にあたっては必ず事前に
予算の状況を確認してください。

補助金の詳細については、市ＨＰにてご確認ください。

補助金に関する
問い合わせ先

⻑野市役所経済産業振興部商⼯労働課
TEL.026-224-8342【8時30分〜17時15分(平日のみ)】
https://www.city.nagano.nagano.jp/n140300/contents/p006086.html

制 度 概 要
「先端設備等導⼊計画」の認定を受けた市内中⼩企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合
に、設備導⼊に係る経費の一部を補助するものです。
※先端設備等導⼊計画については裏面をご覧ください。

補 助 対 象 者

次の要件を満たす者。
・本市から「先端設備等導⼊計画」の認定を受けた設備を導⼊する中⼩企業者。
・設備を導⼊する市内事業所において、従業員を１名以上雇用していること。
・みなし大企業ではないこと
・市税に滞納がないこと

補 助 対 象 事 業

本市から認定を受けた「先端設備等導⼊計画」に基づく事業（令和７年４月１日以降の認定に限
る）のうち、以下の①及び②の要件を満たし、令和８年１月31日（土）までに発注・納⼊・検収・
支払までの全ての手続きが完了するもの。

①先端設備等導⼊計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が５％以上となることが見込まれるこ
とについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成する
ために必要不可欠な設備

②先端設備等導⼊計画の認定申請時に、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実
施する方針を、従業員に対し表明していること

補 助 対 象 経 費
認定を受けた「先端設備等導⼊計画」に記載された設備のうち、１件あたりの取得に係る経費が
1,500万円以上のもの。

補 助 率

補助対象経費から1,500万円を差し引いた額の２分の１以内
【補助金額の例】
（例１）1,800万円-1,500万円=300万円/2=150万円
（例２）(1,800万円-1,500万円)＋(1,700万円-1,500万円)=500万円/2=250万円

補 助 上 限 額 ３００万円

投資利益率＝
（営業利益＋減価償却費）の増加額

設備投資額

https://www.city.nagano.nagano.jp/n140300/contents/p006086.html


先端設備等導入計画について

申請の流れ

申請様式等は市ＨＰからダウンロードできます

補助金に関する
問い合わせ先

⻑野市役所経済産業振興部商⼯労働課
TEL.026-224-8342【8時30分〜17時15分(平日のみ)】
https://www.city.nagano.nagano.jp/n140300/contents/p006086.html

計画の認定について、詳しくは市ホームページをご覧ください。
https://www.city.nagano.nagano.jp/n140300/contents/p003952.html
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